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イギリス農業構造と土地所有の性格

1851年~ 1871年

島 1告

I はじめに

(109) 109 

1825年にi制定された穀物法は，前世紀末からの対仏戦争期に生じた，穀物輸

入の困難・高穀価・高地代と阿ーの事態を保護関税によって再び人為的にっく

りだした110 この穀物法に反対して 1830年代後半から活発に展開された反穀物

法キャ γベーンは，単に保護関税政策に対する反対にとどまらず，こうした保

護関税政策によって高地代と政治的権力とを保障された大土地所有階級自体を

攻撃する産業フソレジョアジーの運動にほかならなかったロ穀物法をめ〈るこの

ような関係について，同法の廃止を目前にした1845年にエンゲノレスは次のよう

に指摘している。 r穀物法の廃止は，借地農をその地主から独立させる ζ とに

よって，下院におけ墨地主の政治的な力に，したがってまた事実上イギリスの

立法部全体にとどめをさすことになるであろう。それは資本をイギリスの最高

の権力と宣言することになり，またそれと同時にイギリスの基本政体をその恨

底から震憾させることになろう。立法機関の実体的な構成要素すなわち土地貴

族層からいっさいの害といっさいの権力とを奪い去り，そうする乙とによって

他の多〈の政治的措置とはまた違ったずっと大きな影響をイギリスの将来にお

よぼすであろう。しかし，こういう側面からしても穀物法の廃止は人民には何

1) rフランス革命のあいだの25年にわたる対イム戦争は，輸入を困難にLたので，イギリスは多か
れ少なかれ自国白土地だけですますことをよぎなぐされた。この戦争が輸入にたいしてもたらし
た障碍は，保護関説と同様の効果をもっていた。穀物価格も騰貴したL-.地代も同樺に多くの場
合以前の縮の2倍に，そLて苦干の場合仁は5倍にも騰貴したoJF. Engels， Die Geschichte 
des Englischen Korngesetz， Marx-Engels Werke， Bd. 2， S. 585.大内力編訳「マルクスー
エンゲノレス農業論集」岩波文庫版910ベ 九
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の利益ももたらさないことを，われわれはまたもや発見するのである。J"

しかしながら. 1846年の穀物法の廃止は予期された結果を生まなかった。イ

ギリスの農業は，穀物法廃止によって与えられた「異常な衝撃Jをきっかけと

して「非常に大規模な排水，畜舎内飼育や人工飼料植物栽培の新方法，機械的

な施肥装置の採用，粘土地の新処理法，鉱物性肥料使用の増加，蒸気機関や各

種の新作業機などの使用，いっそう集約的な耕作一般」ω，すなわち高度集約農

法 High.farmingで特徴づけられる繁栄期 しばしば 1イギリス操業の黄金

時代Jと呼びならわされる を実現させた。しかも大土地所有階級は，いわ

ゆる地主的改良の大規模な実施などによってιのような高度集約農法への転換

による農業生産力の向上に若礎を提供し，もっとも積極的にこの転換にとりく

んだ。それを通じて彼bは単に円、ままでよりもいヮそう豊かになコたJ"ば

かりでなく，以前と同じ，あるいはそれに倍する交配的力を少なくとも70年代

後半までのあいだ確保しつづけたのである。まさしく「との時代は，イギリ Jえ

の操業において地主の優越の最後で最大の時代であった。ほとんどの場合地主 F

がイニシアティヴを握ったの国家の干渉はこれを援助しようとするものであっ

て，これにとってかわろうとするものではなかった」切のである。

農業生産〔経営〉に対する土地所有のこのようなイニシアティヴ，およびそれ

と深いかかわりをもっ，農村住民に対する土地所有者の支配，さらには上院を

中心としてイギリエの政治過程全般に及ぼされた土地所有貴族の絶大な影響

力6lなど， ζれらの問題は，農業資本に対する土地所有の能動的反作用，ある

いは資本主義的農業における土地所有の位置，を考える場合にきわめて興味深

2) Ibid.， 55. 589-5叩，前掲訳書18ペ ク。ただし訳文は一部変えた。
3) K. Ma百， Das Kapital， Bd. 1， Marx-Engels Werke. Bd. 23， S. 705，マルクス=エソゲル
ス全集，大円書官版，第お巻第2分冊.883ペ ジ。(以下，Das 1匂戸臼:1， Bd. 1， S. 705，第
23巻b. 883ページとする。)

4) lbid.， Bd. III. S. 735，第25巻b，933ベ久

5) D. Spring， The E:πg五shLanded Es加"向 theNineteenth Century.-lts Administra-

μυn， 1963， p. 2. 
6) rどこでも土地所有者は，大きな影響力を，しかもイギリスでは臣倒的に大きな帯響力を，立
法に及ぼす J Das 芯白~pital， Bd. III. S. 639，第25巷b，808-9、ーン。
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い素材を提供している。しかしながら，従来のわが国のイギリス経済史研究で

はこれらの問題はほとんど検討されていないばかりでなく， 正当な理論的関心

を払われることすらなく看過されてきたといえる九これには，いわゆる近代

的土地所有に対する通説的な理解の仕方一一資本主義的生産の支配的存在を前

もっぱら受動的に資本に従属することにより単に「平均利潤をj越える提して，

超過分としての地代」を実現するにすぎない土地所有 があずかっているで

あろう。

しかし一般的に言うても，いわゆる近代的土地所有は，一方では土地経営の

独占を資本に百年会岳きょをえまし・、が，他方aでは与えられた条件のもとで肯企ま

最人限に土地収益を確保しうる仕方でのみよれを許容するりであっ亡，後者は

土地所有の独自性をなしている。 もとより， このような独自怯がどのような仕

方でまたどの程度まで土地所有によって発障されるかは，それが立脚する諸資

本〈農業生産=経営〕のあり方に， あるいは土地所有一資本聞の競争の総体に規

定きれているのではあるがω。

19世紀中葉のイギリスにおいて，農業経営のあり方に対して土地所有がイニ

γ アティヴを発揮したというさきに述べた事実は， まさにこのような土地所有

の独自性ー←資本に対する反作用のあらわれとして理解する必要があろう。本

稿はこのような視角から，土地所有のイニシアティヴが発揮された具体的過程

の分析9)に先だち，穀物法廃止から19世紀70年代の大不況期までに時期を限定

し，己の期間における農業経営の概況と，資本一土地所有関係を法的に表現す

るものとしての土地保有態様 tenureのあり方に焦点をあて， それらの実証的

分析を課題としていふ

7) 尾崎芳治，イギリス革命における畏業田土地問題一一地主的改革と「三分割制J(-)， 
護」第86，巻第2号参照。

「経済論

8) 以上田点については，尾崎氏田次の労作の参照から多くの示唆を得た。イギリス草命の土地附
争，姻在英編「イギレス革命。研究」第4章，イギリス革命の土地変革，軒章(京都大芋博士
論文〉。フ。ノレジョア的土地変革の理論(宋刊稿〉。

9) 次楠「地主的土地喧良の研究J (匝掴)においてそのような分析を行う予定であるE
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11 大土地所有者の支配

農業構造の実証的分析にはいる前に， 19世紀中葉における大土地所有者の支

配といわれる事態についてやや結論を先どりするかたちで簡単に素描しておき

すこし、。

まず土地所有の経済的実現としての地代〔借地料〕の動向をみると， 18世紀の

末から明らかな上昇傾向にあることがわかる。たとえばケア ドJ.Cairdは，

1770年のャγ グ A.Young の調査結果とくらべた1850年の地代は全国平均で

ほぼ 2倍〔ェーカ 当り 13s.4d→26，. 10d.) と推定し ζいる00'。また 1815年の

1表

地の代平均の地高代い5県 地の代平均田低地代い5県

〈エーカー当り〉 (ユカ当り〉

1815年 33... 6d 6.'1. 4d 

1860 36 6 8 。
1878 43 。 10 。
出所) D. Grigg、TheAg内田 lturalRevolu.tion 

四品回thLincolnshire， 1966， p. 197. 

時点で地代が最高であった 5県

と最低であった 5県とに関する

その後の地代の上昇傾向は 1表

の通りである。 さらに個別的

な事例としては，典型的な巨大

一卜地所有者ベドファド公 The

Duke of Bedfordの約56，000ェ

2表 Beds & Buck昌 E日tates Thorn己yEstate 

1816年から 1835年まt 600，584" 108，799" 

1836 汐 1855 11 664，579 519，824 

1856ρ 1875 1/ 872，722 703，717 

1876 // 1895 // 687，658 553，762 

出所) The nllkf' of Bedford， A Great A.gri.cultu.ral Estate; Being the Sto叩 ofthe 
Origtn and Administratioηl of WObU1ヮland Tlwrney， 1897， pp. 218-239 より作

成固

カーにのぼる所有地からの総」也代収入を18日年から1895年まで"0年毎に示す

2表を参照されたし、。これらの事実は I土地に投ぜられる資本が多ければ多

いほど，一国0)農耕と文明一般との発展が高ければ高いほど，それだけ lエー

10) J. Caird， English Agr官:ulturein 1850-51， 1852， p. 474 
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カー当たりの地代も地代の総額もますます大きくなり，社会が超過利潤のかた

ちで大土地所有者に支払う貢ぎものはますます大きくなるのであるj凹という

エンゲノレスの指摘をうらづけるものである。

さらに 1，2 表をみると，おおむね19世紀の中葉以降(1表では1860年~78年，

2表ではl田6年~75竿)に借地料収入の増加が著しいことが見てとれる。一般的

にいって，この時期には土地改良などによる農業生産刀の高度化が単なる耕作

の継続のためにさえも不可避であった回し， またそのために，改良事業に対し

土地所有者が最も旺盛に資金を投下した時期である。 Lたがってこのような地

代収入の増加は，土地所有者の改良投資を背景にした地代つわあげの結果であ

ることを窺わせる。

きらに重要なことは，農業生産力の高度化において土地所有者が発揮したイ

ニシアティヴこそがそれにみあった経営改善の努力を借地農に要求する力を士

地所有者に与えたこと，またそうした経営改善を行いうるか否かを基準として.

現在居る借地農の追放を含めた，借地農の選択的導入が土地所有者によってな

されうるようになったことである。たとえば職業的差配人 agentの一人ハード

H. Burdは1873年に上院の一委員会で次のような証言を行っている。すなわち

「たとえば排水・建物などの永久的改良はすべて明らかに土地所有者の責任範

囲であり，人工肥料を施すなどの改良はすべて借地農の責任範囲である」が，

「もし借地農がその責任をはたせないのならば，そういうものは追放して，そ

れができる借地農をつれてくるまでだ。 これは告Ji!J長ゐ白出じもきぬ幸市だ

(he has no business there)J13) (傍点引用者〕と。また7、プリ Yグ D.Springは，

このような借地農ω追放は「排水技術の発明と適用」とが広範に行われた r19

11) Das Kapi担 1.Bd. III， S. 734.第25巻b，932ベ一三人

12) 土地改良につい丈り上院特別委員会心873牛)における事西弁護士solicitorホワイトA.Whue 

のど欠の証言を参照せよ。「も Lも世良を行わなければ，あなたがた(土地所有者を指す 引用者)
白土地は耕作できなくなり，借地農を得られないであろう oJSelect Committee of the 拍 "'e
of Lords on the Improvement of Land， 1873， M叩 .ttesof Evidence， Q. (質疑応答番号)

4036， pp. 335-6. 

13) Ibid， Qu-2041-2， p. 182 
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世紀のなかごろには以前よりむつかしいことではなくなった」凶と述べて，地

主的改良の実施が土地所有者の権能の強化に結果した関係を指摘している。こ

うした土地所有者の支配的影響力の強化は， 18320年の第一次選挙法改正によヮ

て新たに選挙権を得た〔年間50ポンド以上の借地料を支払う)借地農の投票を事実

上意のままにすることにより，土地所有者が政治的支配権を握りつづけること

ができた聞ことと照応関係をもっているように思われる。

ζのような大土地所有者の支配的影響力は借地農のみならず農業労働者にも

及ぼされた。その際の有力な武器は，小地片 (allotmentや smallholding)の付

属した住居用小屋 cottageを農業労働者に直接貸し付けることであった。すな

わち，小E査は農場 farmに付属した施設であるにもかかわらず，一括して借地

農に貸し付けられるのではなく農業労働者とその家族に直接土地所有者から貸

し付けられたのである。

乙二のようなことがなされたのは， 土地所有者の側から言えば， 設備のよい

「快適な小屋」に住む長い労働者こそが「良〈働く借地農」を誘致するための

有利な条件であった16)ことによる。しかL労働者の側から言えば，住居から農

場までの距離などの点でノーマノレな事情のもとで仕事を得ょうとすれば，まず

土地所有者に請うて小屋を貸し付けてもらう必要があったことを意味したm。

ζ のような関係は，土地所有者に対する事実上の従属的状態に農業労働者を不

可避的におとしいれずにはおかないであろう lB)0 3表には，ベドファド公の所

14) D. Spring， op口 t.，pp. 108-110 
15) 1872年に秘密投票法ができるまで，投票のやり方はいわゆる公開投票(口頭で院補者の名前を

言う〕であったため，土地所有者が自己申意志を借地農に押しつけることはきわめて容易であっ
た。神川信，.fグラッドストンJ182， 239へージを参照のこと。

16) Cf. The Duke of Bedford. op. cit.， pp. 81-2 
17) きもなければ，農業労働者は自分の住居から 3マイルもはなれた農場へ毎日かよわなけれぽな

らないようなことすらあったようである o cf. Das Kapital， Bd. I， SS. 710-715.第四巻b.
890-891ベ ジ。

18) 1870:年代以降の大不況期に，借地農の耕作放棄地代D大幅低下という事態に対処するたゆに
大土地所有者白身がいくらかの農場を直接晶営する事例を認めることができるが，ことに述べた
農業労働者の直接F掌握がなければ，そのようなことはとうてい可能ではなかったであろう， 01
The Du1-a of Bedford，。ρ cit.，pp. 180-213 もちろんそのためには静諜的差配人 agent集団

。近代的整情なども必要であったにちがいない.職業的差配人とそれが所領官理にはたした役割
については cf.D. Spring， ot αt.， pp. 97-134 
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有する小屋の数とそこに住む
3表

農業労働者などの数が示され
小屋個数 住人数

ている (1894年現在〉。大土地 Beds晶 Bucks 768 2，595人

所有者による小屋の所有が相
Thorney & Wansford 423 1，653 

Devon 552 2，235 
当大きな影響力をもっていた Dorset 6日 240 

ことがわかるであろう。 言十 1，803 6，723 

ζれまで述べてきた土地所
出所') The Duke of Bedford， opαt.， p. 82 

有者の支配は，しかし他方 tある種の「恩恵」の付与を併っていたιとにも注

意を向付る必要がある。たとえば，農業労働者むけの住居用小屋 cottageの建

設ー修理，また排水潅瓶などの土地改良までもがs 種の慈善行為であり土

地所有に付随する義務であって金銭的にはひきあわないものであるとの主張は，

当時の文献のなかで枚挙にいとまがないほ Eである団。

またそれらとは別に， 地中の所領内の学校・教会への寄付， 救貧耕" 農業

労働者やその寡婦へ¢年金などのために一定額を支出することは3 特に大土地

所有者にあっては慣習的に行われていたようである。一例と Lてベドファド公

のベドファドγ ャおよび 4表

ノミキ γ ガムシャの所領に |学校・教会年金 教貧税 合 計

おけるそのような支出の £ £ £ £ 

推移を 4表にかかげる。 182 65 
20，947 6，772 6，53!) 34，254 

これによれば毎年 3，000
It¥66 

182 75 
87，189 14，421 11，418 113，028 

ポンドから多い時で
1876 

10，000ポンド以上の支出 18t 85 
48，305 ll，ti67 16，:12ti γ6，500 

が行われており，当該所 1886 

lti95 
36，345 17.504 12，292 66，141 

領の純収益が年間邑，000

""""10，000ポγ ドであるの 出所') Ibid.， pp. 101-2から作成。

19) 一例として次の文献を参照せよ。 S.C. H. L. on the -Improvement of Land， R噌 ort，pp 
lY-V 
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に比してその額は決して少なし、ものではない。ベドファド公自身の言葉によれ

ば，ーのような金額が「われわれとわが借地農および地域住民との間の親密な

感情 kindlyfeel旧宮J却を維持するために支出されたのであった。

このような「恩恵」の付与は，土地所有者のむき出しの支配をイテオロギー

的に粉飾するヴェーノレの役割をはたしてきたのであって. 19世紀の議会議事録

などにたびたび見出される「地主的民主主義 landeddemocracy Jという概念

ζそはそうしたものにほかならない。すなわち「前業的利己心に優る心がまえ

で土地の管理に着手しJr金銭も個人的満足も要求せず，ただ独得の名誉感

公共的精神と血統の誇りとのくみあわされたもの・・ をささえに行動す

るJ r教育・余暇・上品さ・行動力ー独立心を備えた典型的なイギリスのカ γ

トリー・ジ~:/トノレマ γJ:mによる，家父長的で慈み深い住民保護の体系である。

しかしながら，先に述べたようにそのような外観の下には実は根強い支配

従属の関係が横たわ 4 ているのであ勺て，プロドリザク G.C. Brodrickはそ

れを非常に適切にも rc地主による〉一円支配 territorialautocracy J と特徴

づけた。すなわち「いかに慈悲深〈行使されたところで，たった一人の，しか

もしばしばその教区に住んでいない non一回目dent地王に， 借地農や労働者が

不自然に依存する状態を恒常的にっくりだす」ことにより「カ ストにも似た

caste-likeイギリスの階級構造を固定化する stereotypeJような支配である問。

支配と「恩恵」の付与とがくみあわきれた，大土地所有者によるある種の名

望家支配一一己れこそ，われわれがそ乙から分析をはじめるべき. 19世紀中葉

におけるイギリス農村の具体的な姿である。

III 農業構造の分析

① 貴族的大土地所有

20) The Duke of Bedfordゆ cit.，p. 50 

21) G. C. Brodrick， English Land and English Landlords， 1881. pp. 109-111 
22) Ibid.， pp. 127-8. 
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19世紀全般を通してイギリ月の土地所有構造を示す唯一の資料は『土地所有

者統計 Returnsof Owners of Land (1874年一1876'年)~であるが 5 表は，そ

こに揚げられた総括的な表をブロドリックの著書からの引用で示したものであ

る。これによれば， 1，000エーカー以上の土地を所有する土地所有者 5，408人は

土地所有者全体の僅か0.6%に才ぎないにもかかわらず，実に全所有面積の56.7

5表土地所有の状況 (イソグランド ウエールス)

所 有 規 模 人 数 | 所 有面積 I推代定収粗地入
エカ‘ £ 

100，000エーカ以上 1人 181，616 161，874 

50，000 fl fI 100，000エーカー未満 3 194，936 188，747 

20，000 1， 汐 50，000 /; I! 66 1，917，076 2，331，303 

10，000 !/ ノ/ 20，000 /，ノ 11 223 (06% 〉3，098，674 (56.7) 4，337，023 

5，000 11 /ノ 10，000 庁 11 581 3，974，724 5，522，610 

2，口叩 η Jケ 5，000 11 1/ 1，815 5，529，190 9，579，212 

1，000 /1 ノノ 2，000 /1 I! 2，719 ) 3，799，307 7，914，372 

500 f/ I! 1，000 1; I! 6，427，552 

100 汐 fノ 500 1ア I! 32，317 ) (3.8) 6，827:346) (30.7) 13，680，760 

50 1/ ノフ 100 Iア 汐

IL，g747175958101，，』'，661707799511J トf(12.6) 

4，302，003 

10 f/ I! 50 汐 ノア 72，640 f (22.8) 6，509，290 

1 " lツ 10 '1 /ノ 121，983 6，438，325 

I! I! 703，289 (72.8) 29，127，679 

合 計 966，275 (100.0) 33，012，081 (10日0)

出所) G. C. Hrodrick， 0.φ Clt.， pp. 157-8から作成。

%を集中している。これに対して，全所有者の圧倒的大部分 (95.6%)にものぼ

る100エ F カー以下の小土地所有者は，全所有面積の僅かに12五%を占めるにす

ぎなし、。そして，このような隔絶した対照的両翼の中間に位置する 100~1，OOO

エーカーの土地所有者群は，所有者数で全体の3.8%. 所有面積で全体の30.7%

を占めるにすぎず，その層の極端な薄さが特に目につく。

ところでよの『統計』は，その成立の事情からある程度推察できる'"ように

23) W統計』は.186C年から70年f'eにかけてイギリス全土で広範に展開守札た土地独占反対D煽動

を輯静させるためにイギリス上院によって企画された。 しかしながら，それが明らかにしたのノ
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ともすれば土地独占を過少に表現する傾向がある2のことに注意を払わなければ

ならない。たとえば. ~統計』は総じて所有と長右との区別を厳密につけてい

ない。したがって 5表では所有として表示されているものの特に零細な土地

所有のうちには，単なる保有であって事実上大土地所有の一部でしかないよう

なものが少なからず存在することが予想できる。プロドリ少クは 5表に示さ

れた 1エーカー未満層および 1"-'10エーカ一層の推定粗地代収入が他り層とく

らべ亡極端に高いこと〈エ カ 当り粗地代収入は前者で.B192145.，後者で.:e139 s.， 

他はおおむね.Bl"， 3程度〕に注目して， それらが家屋に付随した小菜園的なも

ので，独立の土地所有とはみなしがたいと述べている回。

属人主義ではなく属地主義の原則をとっていることは『統計』のもう一つの

欠陥をなしている。 つまり，一人の土地所有者の土地が数県にま売がって(あ

るいは分散して)いる場合には.土地片の数だけ所有者がいるかの如き取り扱い

を受ける。このような事例は当然大土地所有にもっぱらおこりうること雪あっ

て，その際には，土地所有の集中の程度は過少に表現されざるをえない。

以上から， 5表にあらわされた土地独占の様相はこれでもかなり過少に見積

もられたものであることがわかる。

このような土地所有の構造のなかで， 伝統的貴族層〔およびその息子・寡婦な

ど〕による土地所有はいかなる位置にあるのだろうか。 この点を示すのが6表

である。これによれば， 全体で400人にすぎない Peersは平均して14，322エー

カーを所有しており， 平民の最大規模の土地所有者たる GreatLandowners 

の平均所有面積6，598エーカーの 2倍強に達している。つまり 5表にみられる

大土地所有者のうち， 少くとも 10，000=ーカ一以上を所有する部分はほとんど

全部が貴族あるいはその息子・寡婦などによって占められているといってまち

、はs 急進的な土地改革論者が考えていたよりももっと深刻な土地独占の実態であった。 cf.J 
Savil1e， Bibliographical Note， in ]. Bateman， The Great Landmιners Qf Great Britain 

即 zdlreland， 1883 
24) Cf. G. C. Brodrick， op.αt.， pp. 158-164， J. Bat町man.o.ρ Clt.， pp. v-xiii 
25) G. C. Brodrick，噌口t.，p. 1削
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6表 階層別土地所有状況 (イングランドーウェ ノレズ)

F昔 屠 I a 人 数 Ib 所有面積 b/a 

ラ6 ム カ ー ラ舌 ヱヵー
Peers ① 14，322.4 

J 

Grea t Landowners① (0.4) 8，497，699 f (53.7) 6，597.6 

Squires③ 2，529 4，319，271 1，707.9 

Great Yeomen o 499.0 

L"日巴rYeomen ① 24，412 
(3.5) 

4，144，272 169.8 

Small Proprietors由 217，049 (22.3) 3回 1，師)山J 18.1 

Cottagers ⑦ 703，289 (72.3) 151，148 0.2 

Public Bodies & Waste 14，459 (1.5) 2，968，172 (8.6) 205.3 

合 973，011 (100.0) 34，523，974 (100.0) 35.5 

注〉①貴族の長男 夫人〈未亡人〉を含む"

②貴族以外の平民で，所有面積3，000エーカー以上かつ年地代収入3，000ポンド以上のも<1)，
@同じく所有面積1，000'-""3，000エカ りもの，7kび 3，000ェ ヵ 以上であるが年地代収

入が 3，000ポ三ノドに達しないもの(平均 1，700エーカー〕。

@同じく所有面晴300"-'1，000コニーヵーりもの〔平均500エーカーλ
⑤同じく所有面積100"-'300エ カー申もり(平均1刊エーカ )， 

⑤同じく所有面積1"""'100エーカーのもの。

⑦同じく所有面積1ェ カ 以下。もりg

出所 J.Bateman， The Great Landowners of Great Bη tain and 1.吋land，pp~ 501， 515 

がいなし、。土地所有貴族こそは大土地所有者のうちでさらに突出した所有者層

なのである。

以ヒから当該時期の土地独占の様相がある程度明らかになったと思われる。

すなわち，ごく少数の伝統的貴族層による士地所有を筆頭にした抜きんでた大

土却lJ'}j有と，そのまわりをいわば星雲状にとりかこむ，あまりにも隔絶した大

量の極小零細土地所有〔あるいは土地保有)， これらが当該時期の土地所有構造

の一般的特徴である。

② 農業経営の概況

それではこのような土地所有はいかなる構造をもっ農業経営に立脚していた

のであろうか。

7表はとの点をあきらかにするために， 1871年セソサスの付録 Appendb互

に掲げられたものを若干整理Lて作成きれたものである。経営面積と雇用労働
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0①

113'ス b 位何 品凸て凶叫明
C雇用労働者数⑤ b/a c/a① 

エ1Cヵ未ー満 エ カ 4% 〕 423人(029〉6 
エ カ 人

6，001 (10.0) 10 94.9 4.9 。
/ / 

/ 35，088 (0 5.8 0.1 
エー10カ以ー上 20 11 6，074 (10.1) 10 86.5 12.9 0.5 / 91，110 (1.0) 1，191 (0.6) 15 0.2 

"0 か 50 ノ/ 10，604 (17.7) 10 63.7 34.3 1.8 0.2 / 359，690 (4.0) 6，341 (3.2) 33.9 0.6 

50 1/ 100 1I 10，483 (17.5) 100 37.3 54.7 7.6 0.4 / 758，013 (8.3) 14，857 (7.5) 72.3 1.4 

100 1.ア 2口o1/ ユ2，047(20.1) 10日20.9 42.1 35.1 1.9 / 1，741，175 (19.2) 36，495 (18.5) 17!:!.4 ::l.Y 

タ口、 /ノ !'iOO !/ 11，467 (19.2) 100 10.5 14.3 49.9 25.0 0.3 3，504，175 (38.6) 82，989 (42.2) 379.9 9.2 

500 J/ 1，0口o1ア 2，612 (4.4) 100 8.2 3.5 15.7 69.6 3.0 1，737，400 (19.4) 39，709 (20.2) 665.2 15.2 

1，000 f/ 582 (1.0) 100 12.2 3.6 8.9 53.4 21.8 860，550 (9.5) 14，788 (7.5) 1，650.4 25.4 

/口込 59，870(100.0) 9，087，201(100.0) 196，793(100.0) 151.8 3.3 

イングランド17県の農業経営の状態7表

日) ①桂宮面積と雇用労働者数とり両方り質問に答えないもり (10，521)を除く。

②婦人児童労便者 (74，686人〉を除〈。

①雇用労働者数を害えないものを古む。

山所) c.印刷S o.f England & Wales， Fur the Year 1871; Appendix A， p. 123より作成四
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者数との相関において農民 farmersお土び農場 farms数を示しているこの表

は，その対象がイ :/!fラY ドの南部・東部・ミドランド・北部などの17県加に

限られていること，経営の規模・性格を示す指標として経営面積と雇用労働者

数しか与えられていないこと，また雇用労働者から婦人・児童労働者は除かれ

ていること，などの点で資料的に充分なものではない町。しかし農業経自のお

おまかな構造はこれによって示すことができる。

この表を一見して気が付くことは， 71年センサスに指摘されているように

「小農場 smallfarms の数が一般に考えられているよりもはるかに多いJ-~8) こ

とである問。すなわち，経営面積が 100.::r..ーカ に満た伝い経営が全経営の半

分以上 (55.3%) に達しているし，これに10日~200エ カ の経営を加えると，

小農場の割合は全体のy.を越える (75.1%) のである。ここで100~200エ カ一

規模の経営を小農場に含めるのはやや奇異の感を与えるかもしれないu しかし

7表から明らかなように， 200ェーヵ 層以下では雇用労働者が 3人以下の経

営が圧倒的大部分を占めているのに対L 逆に 200エーカ一層以上では 4人 以

上の経営が 7割を越えており， 100~200エーカ一層を境にして経営の性格が質

的に異なっている ζ とが窺い知れる。この点で，ある同時代人が100~200エー

26) サリ，ケン九サシクス，ハムプシャ'" ク， ームシクス，サプアク， ノ フアク〆λ タ

一， ラトラ γ ド， リンカソ， ノティンカホム， ダ ピ， タゃラムョ ノーサムパランド， カムノミラン
ド，ウエストマラ γ ドの17県。

27) イギリスで農業統'Hが整f摘されるのは186年代以降であって，それら CAgriculturalRetun1s， 
Agri.cu1tural Stat出，c，など〕 も農業握手営の性格を解明するためにはほとんど利用できない。 そ

の点ドイツ(ドイツ国統計)，ロシア ιぜムストグォ統活十〕などと著しい対比をみせているe これ

に関連して，マルクスの改の指摘を参照されたい。 r とにかく，第2の方法(同一土地ヘ白

追加的な資本投下 ヨ開者〉では，超過刊潤白地代への転化にとってほ，すなわち資本家的借

地農業者から土地所有者への部品利閏の移転を含むこの形態変化にとっては，いろいろな困難が

おζ るa そのために，政府の農業統引に対するイギリスの借地農業者たちの頑強な反抗も起きる

のである。J (静点引用者)D回 Katital，Bd. III， S.687，第25巻-h，869ベージ.

28) Census of England and Wales; For the Year 1811. Report， p. xivjii 
29) 小規模な経営の比率はイングランド全体ではさらに高いことさえも予想できる。なぜなら，こ

こで対象になっているlマ県から除外されている西部諸県は，農場規模が小さいことで知られてい

るからである， rミドランドまたは西部イングランドと比較すると，東部イソグランドでは農場

ははるかに大規膜である〔ただしフェン地方およびロンドン近郊は例外である).....QJ D. Grigg， 
Ag河口地uralRwnnZ1.1f:Inn in λヲuthl.incnlnshi問.1966， p. 193 
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カーの経営を小農場 smallfarm と年び，そこでは商品生産よりも自給のため

の生産の割合が高く充用される資本もご〈小額にすぎない，と述べていること

はきわめて注目に価する。この証言は，むろんそのうちにい〈ぶんの誇張が含

まれているかもしれないが，むしろ事態適合的なのではないかとの予測を得さ

しめる剖〉。したがって大まかな性格づけとし-c200エ カー未満の経営砕を小

農場とみなし亡ほぼ誤りないであろう。

Lかしながら，そうはいっても 200ェ カ 未満の経営群の経済的性格がま

ったく一様であるというのではもちろんない。次にこの点を少しく細かく検討

したい。

まず経営面積が10ヱーカ 未満の部分では，その大部分 (94.9%)が農業労働

者をまった〈雇用していない3J)ことが目につしまたこの部分のー経営当り平

均経営面積は僅か 5.8エーカーで， これは農業労動者が家計補助のために土地

所有者から貸し与えられる小地片 (allotmentないしは印l.allholding) の規模と

あまりかわらないし，そればかりでなく実際問題として， ζの程度の面積では

よほど労働集約的に耕作が行なわれなければ自立的経営として存在しう，る可能

性は当該時期においてほとんどなかったと思われる却。 したがってl日早ーカ-

30) 1873年の上院特別委員会(前出〉でのケスティーグン LordKestev田の質問とそれに対する
ケアリH.W. Ke江 yの回留とを参照のこ2二。

「く問> 100エーカ -i通ら剖Oエーカ のd農場にあっては，土地からの生産7物のほとんど主
部が家族達 theirfamily and their tea皿によって消費され， そ札を越えるfUi註はほとんど

白場合存在しない， と考えるか? く答〉 ほとんどの場合その通りである。 これらの小農民連
small farrnersは生活が大変苦しく，ぜいた〈ができないことはもちろん大きな資本を充用す
ることもない。 s.C. H. L. on the hnprovement of Land， 1873， Mi剛山S of Evi占 na

Q. 3006， p. 254 ケアリは職業的差配人 agentで， 数10年間複数の土地所有者りもとで勤いて

おり (cf.ibid.. P. 150)借地農の状態について由実際的知識珂F常に豊富であって，その証言
もかなり信癌性が高いと思われる@

31) もコとも 7表に註記したごとく，雇用労働者ゼロの項には雇用労冊者について回生しないもの
(その数ま明らかでない〉を含んでいる。実際には農業労動者をかくらかは雇用するがそれにつ
き凹答しない睦営が，どの層にどれぐらしあるかはよこでは明らかでない. また 7衰ではかな
りの数の婦人・児童労働者が除外されている。 そり点についても，それがいわゆる作業隊 gang

systemの主たる構成者であること， また「小さな借地農業者は作業主家の労働を使用しなしつこ

とを一般的に指摘するにとどめざるをえない。 cf.Children'g e叩 ploymentcommission， Sixth 
何eport，1867， p. 17 

32) 椎名重明「イギリス産業主命期の農業構造 J1962年， 364-6ベー?を参照りこと白
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未満の部分は，自らの労働力販売のかたわらに耕作を行うにすぎない，賃労働

者的経営にほかならない問。

経営面積が1O~200 ェーカ の部分では，労働者をまったく雇用しない経営

もかなり多い(たとえば1O~20ェーヵ 層ではそり比率は86.5%にりぼり， 10エーカー

未満層とあまり大差ない〕 とはいえ，僅かではあっても労働者を雇用する経営の

劃合が増加し亡くる。いま試みに， 1O~200 エーカーという幅広い経蛍群から，

労働者をまったく雇用しない部分といくらかでも雇用する部分とをとりだし，

それらの実際の経営規模をみてみると， 前者のうち79.4%は1O~75エーカ一層

に集中しているのに対して， 後者ではそのうちの 59.5%が75~200~ーカ一層

に， また 77.6%が50~200エーカ一層に集中しているととがわか毛。ちなみに

ー経営当りの平均経営面積は， 前者が50.5エーカー， 後者が97.2エーカーであ

る。両者は経営面積においてもほぼ倍の較差があるといえるであろう。したが

って1O~200エ カーの経営層のなかには， 経営の規模と性格とをかなり異に

した2つの経営群が存在していることになる。その一つは，賃金労働者の雇用

に依存せず家族労働力にもとづいて平均して50エーカーそこそこの土地を耕作

するにすぎず，それゆえ恐らくは自給的生産の傾向が強い小農民的経営である。

いま一つは，平均して 3人弱の賃労働者を雇用するかぎりで資本主義的性格を

もってはいるが，しかし経営の規模はかなり小さな経営群である。この部分こ

そ，イギリスの借地農のうちにマルクア、がその存在を見出した「一群の小さな

資本家」と呼ぶにふさわしい経、占的生格を備えているように思われる制。

3町 三の点で， '51年そでン十スの故白指摘を参胆せよ。「たLかにわが国では労傾者を一人も雇用せ
ず，きわめて挟い土地しか保有していないものが，所によっていつでも『ファ マ 』と呼ばれ，
またヒγ +スにもそりように報告されてνる。JThe: CeJlsus of G同 atB，-itain山 18:;1，p. 60 

34) Iわれわれが問題にするのは，資本主義的生産が発展している国の農業地代である。たとえば
イギリス白借地農業者のうちには 群り小さな資本家がいるが，彼らは教育や教養や伝統や競争
やその他自事情によって借丸止農業者として自分の資本を農業に投ずるように運命づけられており，

そうlするよりほかないのである。笹らは，平均刺潤よりも少ない利潤に甘んずる ζ と，しかもそ
の一部分を地代の形で土地月待王者にヨIき渡すことを，余儀な〈されている内これが 彼らの資本
を土地に投じ農業に投ずることが許されるためのただ一つの条件なのである。J Das lGσ戸 tal，
Bd. III， S. 639，第25巻b，808ベジー
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以上が2日Oエーカー未満層の経済的性格づけであるが，それでは200エーカー

以上層はどうだろうか。先にも触れたように，与の部分では雇用労働者数が格

段に増加しており，特に 5旧日エーカー以上では10人以上の労働者を雇用する経

営群が70%を越えている。また 2日Oエーカー以上層のー経営当り平均経営面積

は400エーカー強である。したがって200エーカー以上の音f.分は，全体として資

本主義的経営で占められていると断定してまちがし、ないであるう。

こうして， ~71年セ Y十λにあらわされた17県の農業経営は，それぞれ経済的

性格の異なる 4つの群に分類できることが明らかになった。すなわち， A. 10 

エーヵ 未満の賃労働者的経蛍， s. 1O~200 エ カーのうち労働者をまョた

く雇用しない小農民的経営(そりほとんど大部分の経営面積は10，，-，75_-cーカーにすぎ

ない)， C 同じく1O~200エーカーのうち労働者をい〈らかでも雇用する小資

本主義的経営〔実際にはその過半の経営面積は75~200エ カ である)， D 最後に

200エ カ 以上の資本主義的経営である。 8表は乙のような分類にもとづい

て7表を整理し直し，さらに， '51年との比較を示したものである。この比較の

もとになる， '51年の17県における経蛍の状態は 9表に示されている。

D群があらわす資本主義的経営が全経営のなかで支配的な位置にあることが

明瞭にみてとれる。すなわち D群は経営の構成比では全体のKに満たない

(24.5%)が，経営面積・雇用労働者のそれぞれ7割近くを集中している(前者で

67.2%. 1:走者で69.9%)。 しかも '51年から'71年までの聞に， 全体にすべての指標

が絶対的に減少しているなかで，雇用労働者においてはー経営当り 3人近く減

少させているが，しかしD祥に雇用される労働者の割合は増加しているし，ま

た経営数の絶対的減少は僅かにとどまり，経首面積においては絶対的に増加し

さえし亡いる。ー経営当り平均経営面積が22= カー噌加している乙とからも

わかるように，当該時期においτD群は経営の内実をかなり充実させながらい

ずれの指標においてもこの群の占める比重を増大させ，他の経営層に対する支

配的立場をいっそう強めたととがみてとれる。

他方これと対照的な位置にある典型的な小経常たるA.B群は，全経常両積
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を含む小農民的経営が絶対的にも増加し全経営の 4割もの比重を占めているこ

とは，当該時期の農業経営の最も特徴的な事実のーっとしてきわめて注目に価

するo

いわゆる小資本主義的経営すなわちC群があらわす経営群は，経営面積はこ

れらの小経営とそれほど大きな差異はないが少数の賃労働者を雇用しているこ

とでそれらと区別される。この部分は経営面積の 22.2%，雇用労働者数の 29，9

%を集中し，経営の構成比で34.7%に達する最も層の厚い経営群である。

しかしこの層は '51年からの2C年間にー経営当り平均経営面積はほとんど

みるべき変化のないまま (95.1ェ ヵー→97.2ム -tー〕経営数においては9，575も

の減少を示している。 これは全経営数の減少 (8，765)を上まわる数字である。

以上の分析から当該時期の経営構造の特徴として次の諸点、を指摘することが

できょう u すなわち，①農業生産における資本主義的性格は規定的であり，資

本主義的経営が全経営に対する支配的立場にあること(そりうちには2，即日ェ カ

ー以上田土地を60人以上の賃労働者を用いて耕作する「工場的」規模白経営まであらわ

れている)。②事実上75~2日目エーカー前後の土地を少数の賃労働者の雇用によ

って耕作する小資本主義的経営は，小規模ながら資本 賃労働関係を導入して

いる点では上の資本主義的経営と共通性をもつが，経営規模の零細性において

それとは質的に異なり，むしろ小経営としての性格が濃厚であること。③これ

らのまわりにはきわめて零細な小農民的経営・賃労働者的経営が多数とりまい

ていること。④小資本主義的経営は，資本主義的経営と小農民的経営との両面

からの競争に恐らくも。とも苛酷にさらされて急速に減少し，経営の構成比は

なおかなり高いとはいえ明らかに後退している反面，小農民的経営・賃労働者

的経営は，主に資本主義的経営に労働力を提供するなどの関係を通じてそれと

結びつき，断えず没落しながらまた同時に小資本主義的経蛍からの没落者によ

っ亡補充されるなどして，全体としては資本主義的経営と共存共栄的に経営の

構成比を増大させていることo ⑤その結果，小規模な経営はなおかなり高い割

合で存在していること。以上の諸点である。
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小農民的経営が不断に増加しつつある一方で小資本主義的経営が急速に減少

しているところの大量の小経営群，その大海のなかに浮ぶ資本主義的経営，そ

うした諸経営相互間の『依存」と競争との関係を通じて構成される多層的構造，

一言でいえば，これらが当該時期の農業経営の姿である。こうした経蛍構造は，

資本主義的経営が一義的に支配している場合とはおのずから異なった様相を呈

しているのであって，土地所有との間に独得の関係を生み出さぎるを得ない。

① 年借地制 yearytenancyの一般化

農業生産における資本主義的性格の深化を基調にしながらも依存」と競

争とを通じて相互に複雑にからみあった諸経営群からなる多層構造をな F乙の

ような農業経営のあり方は， 方では，その上に立脚する土地所有に近代的土

地所有一一一資本によって変えられた土地所有一ーーとしての性格を与えている。

つまり，資本市j地代の一般的成立が不可避的事実となるばかりでなく，高率の

小農地代(ラック・レント)き去もが資本制地代の外観守とってあらわれぎるを

えないであろう。

しかし他方で，そのような農業経営のあり方は，資本主義的経営が一義的に

支配しているよう k場合とはおのずから異なった関係を土地所有とのあいだに

生みだす。なぜなら借地を求める借地農間の競争はこうした状況のもとで不可

避的に強まらざるをえないのであって，土地収益の極大確保という独自的原理

を追求するうえでこの競争を自己に有利に編成する ζ とが土地所有にとって可

能になるからである。つまり，上にのべた経営の多層的構造・経営相互間の

「依存」と競争との関係を条件として，主に小規模な経営から収取しうる高い

地代水準を 般的地代水準として土地所有は他の経営層にもある程度押しつけ

うるようになるのである。

18世紀の後半から序々に増えはじめた年借地制 yearytenancy却は，こ切り

能性を法的に裏づける借地契約の形態にほかならない。というのは，たしかに

年借地制といえども，近代的な契約という体裁をとるかぎりではリ一月とまっ

35) 借地周閣が一年限りで，契約当事者のどちらか 方が半年前に通告すれば解約す否ことのできノ
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たく同検に土地所有一資本間の近代的関係の法的表現でありうるが刊しかし

先に述べた経営相互間の複雑なからみあいからなる多層構造という背景のもと

では，年借地制は，土地収益の極大確保を唯一の基準にして借地農の追放・選

択的導入を行うことを土地所有に法的に可能にするからである。まさに土地所

有者は「年借地制を採用することによって， 最も高い入札者に農場を貸す」聞

ことが可能になり，かくしー亡一時的ではな〈恒常的な地代引き上げを実現しえ

たと忠われる。

このような独得の借地契約 年借地制一一ーは当該時期にどの程度普及して

いたのであろうか。

1876年 5月 1日付の ThRIMark Lane g-rp即日は第 1次借地法 Agricultural

H olrlings Act (1875)叫の運用に関する調査結果を喝載しているお)が， この調査

における 2番目の質問項目「一般に農場の貸し付けはリ スで行われているか，

それとも年借地制で行われ℃いるか?Jに対する回答を検討してみると，この

点をある程度明らかにできる制。 9表はその田容をおおまかに分類したもので

¥、るような借地契約。

36) この点を強調したものに桂名重明氏の見解がある。 r 穀物法の中期一一比較的高いところ
に維持されていた穀物価格が低落した時期，とくに1824年にはじまる『慢性泊な農業不況』の時
期 をむかえると，地圭帯地農関係における「地主の優勢』は切り闘手れ拍め，いつでも解

・.. .・・・ .・・・・.. .. . 
約しうる一年限りの借地が惜地権そりものの強化をともないながら広範にあらわれるのであるe

Jト~ ~oj{-喜晶 (yeary tenancy) がし、まやff主1~~t走]1 され，急車告白ι長 i!主i司る"""
としての“leaseby the year" となってあらわれている点が注目されるJ椎名重調「近代的
土地所有J1973年， 60-61ページ.これに対する批判は行論のうちに閲らかにされる Cあろう。-・... . . . . . . .. . . 
ここでは次の7字引~'t~{~ とどめる。すなわち，仮に借地権の町出事実であるとしても，
それカ市J故に一年かぎり白菅地を 般化させざるをえないのかが明らかにきれぬかぎり，上の見
解は説得的ではないということである，

37) C. S. Orwin and E. H. Whethem， Hlstory of British Agr{cn[ture 1846-1914， 
1914， p. 166 

o8) いわゆる「テナント'ライト」補償の法制~1oを定めたもの@すでに1847:年の「農業慣行につい
て田上院特別委員会(通称ビュージ一委員会)J が法制川七を提唱L口、る 【cf. S. C. H. L 

on Agricultural Customs， Rゆ mτ，p_ iv.)が， 実際に立法化されたのはこの法樟がはじめて
であ仏しかし現実にはほとんど適用されず，事実上死士と化した。椎名，前掲書. 275-336へ

ーヅ。および G.C. B町 drick.opαt.， pp. 206-7， 210 を参照りこと a

39) W. E. B田町 TheRelations of Landlord and T enant in England and Scotland， 

即 104ー131 に全部が転載されているe
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ある。それによれば，イングラ γ ドの全

40県から寄せられた 167の回答のうちリ

ースが圧倒的ないし優勢であると答えた

ものはわずか26にすぎない。 ζれに， リ

スと年借地制とが措抗していると回答

したもの (14)を加えても40にすぎず，

年借地昔日が圧倒的ないし優勢であると答

えたものく123)と比較するときわめて少

数である。いまとの結果を地域的にみる

9表 イγ グランドの保有態様に

関する調査
(The Mark Lane Exp月，SS，1876. 5. 1.) 

回答の種類 回答数

[~年借地のみ 73 
0大部分が年借地 ー 50 

[~リース Dみ ・ 5 
0大部分がリ スー 21 

0両方が同程度ある 14 

0多様で「概にいえない ・・ 4

言十 167 

と， コ - yウァノレ， ミドノレセクス， ノーファク， ウエ見トマラ Y ドではリース

がかなり優勢であり，デヴγγ ャ，エジグス，ケ Y ト，ノーサムハラ y ド，サ

ファグ，カムパラ γ 卜¥ヲンカシャ，サリでリースと年借地制と括抗している

ほかは，イ y グラ Y ドのほぼ全域にわたって年借地制が優勢であることがわか

る(1図参照J。

したがってこの事実は，それまでイ Yグラ Y ドで支配的であった比較的長い

借地期聞をもっリ ス leasefor yearsにかわって，ナポレオン戦争前後から

年借地制がふえはじめた rcリースから〕年借地制への逆転J という現象が，

19世紀中葉以降には年借地制がリ スにほぼとってかわるまでに進行したこと

を明らかに示している。

こうして 方において，資本主義的経営の一義的支配ではなしそのまわり

を多数の小資本主義的経営・小農民的経営・賃労働者的経蛍がとりか乙み，ぞ

れら諸経営相互問。複雑なからみあいを通巴て構成される農業経営の多層的構

造との関連で，独占的大土地所有が得た優勢な位置を背景として年借地制がひ

40) 調査白やり方などは明らかでない。イングランド ウェ ルズで 175人の者に 9項目につき回
害させている。回害町内容を精読すると，明らかに悉皆謁査ではない乙とがわかるし，また単に
日頃の印象をつづったようなものもあって取り援いには注意を要するが，しかし保有態樺に関す
る全国的な調査としてはほとんで唯一のもりであって，一服官甘傾向を知るうえでは充分利用でき
15， 
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第 118巻第1.2号

E三三ヨ年借地が優勢な地域

医亙b1I年借間品υースカ北抗してい
る川旬、

ろまっていったとすれば，他方

において，年借地制の一般化と

いう事実は，土地所有が借地農

業資本を含めた借地農の諸活動

をある程度一般的に拘束しうる

権能を持つに至ったことを法的

に表現していると思われる。

「地代は地所の賃貸借が行われ

るときに確定され，その後はそ

の借地契約が続いているかぎり，

逐次的な投資から生ずる超過利

潤は.借地農業者のポケットに

流れこむIIIが I契約で確定

された借地期間がすぎてしまえ

自国圃リ-7-か優勢な地域 ば・・土地に合体された諸改良

は土地という実体の不可分の付属物として，所有物として，土地所有者のもの

になる」叫のだから，まさに年借地制のもとでは，借地農は一年間で償却でき

ないような投資(すなわち投資効果が一年以上持続するようなもの〉に対して消極的

たらざるをえないからである。

借地農の投資の「残された価値 unexhausted val ue Jに対する補償が行われ

たとしても，乙のような事柄の本質には何の変りもない。というのは，借地農

はまさに産業資本家と Lて改良投資を行うのであって，たとえば借地農の投資

が価値的に全額補償されるという最良の場合を想定してみても， これはある投

資額が一定の年数の後にモのままのかたちで回収されることを意味するにすぎ

ず，産業資本家としてはまコたく無意味な行為にほかならな L、からであるo

41) D山 KatitaZ，Bd. III. S. 687，第25巻b，869へジ。
42) Ibi国.S. 633， 799-8凹ベージー
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IV 結びにかえて

19世紀中葉のイギリ λの独占的大土地所有は一方では近代的土地所有として

の基本的性格をうけとりながら，他方では，質的性格を異にする諸経営群から

なる農業経営の多層的構造・それら相互の「依存」と競争との関係を条件とし

て，農場の賃貸借において特別に優勢な立場にあったこと，年借地制はそのよ

うな土地所有り優位が借地契約のあり万に反映したものとして評価しうること，

また午借地制の 般イ口は，土地収益の極大化を追求する土地所有り独自的力能

が農業資本をも含めた借地農全体をある程度 般的に拘束していたιとのあら

われであること，以上が本稿の一応の結論である。

ととろで，土地所有の独自性が年借地制の一般化というかたちをとってあら

われたとする t，それは先に述べた上うに借地農の投資を形式的に制約するこ

とによって「合理的な農業の最大の障害の一つ」叫に転化せざるをえないu こ

れは土地所有にとっての重大なディ V:/""'i"である。穀物法廃止後，主に改良派

の土地所有者によってくりかえし訴えられた「農業における資本不足」という

言葉は，このようなディレンマに対する彼らなりの認識を端的に表現したもの

にほかならない。

しかし土地所有階級は，このようなずィレ γ マをむしろ利用する ζ とによっ

て農業生産におけるイニシアティヴを拡大していった。穀物法廃止後，国家権

力の庇護のもとに大拶浪に展開される地主的改良(地主による土地改良投資，お

よび改良費用の土地引の賦課 chargeによってそれを事後的に借地農に転嫁す

るシステムなどがそのための手段であった。しかし ζれらの問題は次稿で論究

することにしたい。

43) lbid.， S. 633， 800ベジー


